
Ａ 雇用保険における年齢の数え方については、その者の出生日に対応する日（誕生日）

の前日において満年齢に達するものとして取り扱うこととしています。

今回のケースでは、誕生日の前日（＝10 月 11 日）をもって 65 歳に達したものとして

取り扱うこととなります。

また、労働保険料については、保険年度の初日（４月１日）において 満６４歳以上の

高年齢労働者に関しては雇用保険料が免除されていましたが、令和２年度からは、一般

の被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

Ａ 雇用保険の加入要件は、次の要件をともに満たせば、「パート」や「アルバイト」とい

う名称、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、被保険者として加入していただく

必要があります。（暫定任意適用事業を除く（3 ページ参照））

① １週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

② 31日以上の雇用見込みがあること。

Ａ 31日以上の雇用見込みがある場合は加入が必要です。

雇用契約期間 1 か月の場合、暦の大の月については、契約更新条項の有無にかかわ

らず 31日以上の雇用見込みがあるため、雇入れ日から加入が必要ですが、暦の小の月

は、31日以上の雇用見込みがあれば加入が必要です。

※ トライアル雇用制度の概要については、管轄のハローワークまでお問い合わせく

ださい。

○ 被保険者に関するＱ＆Ａ

Ｑ 雇用保険における年齢の数え方は？

当社の従業員のうち、今年の 10月 12日の誕生日をもって 65歳となる者がいます。

この場合の届出や注意事項があれば教えてください。

Ｑ パートやアルバイトの雇用保険の加入は？

当社では、正社員のみ雇用保険に加入していますが、パートやアルバイトについ

ては加入する必要がないと考えており、本人も加入を希望しておりません。

パートやアルバイトであれば、加入しなくていいのでしょうか。

Ｑ トライアル雇用契約の場合の雇用保険の加入は？

当社では、ハローワークの紹介を受けて雇用した者について、トライアル雇用を

実施することとしましたが、雇用保険への加入は必要でしょうか。

ハローワー

ク

ハローワーク

ハローワーク

※　社会保険労務士から社会保険労務士法第17条に規定する審査事項の付記がなさ

　れた届出書が提出された場合、労働保険事務組合を通じて提出される場合には、

　次のいずれかに該当する場合のみ、添付書類が必要となります。

です。

（様式が必要な場合はハローワーク窓口にお

以下のいずれかに該当する場合を除き、

申し出ください。）

  ※ マイナンバーを記載して提出してください。 
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東京都千代田区霞が関 1 - 2 - 2

株式会社雇用保険　代表取締役　雇用太朗

03 - 5253 - 1111
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5 0 5 0 7

4 0 0 0

2 １

4 9 0

0 1 2

2

0 9 8

9 8

7 6 5 4 3

１

5 8 8

　また、「２」、「３」、「４」が競合する場合は、

　番号のうち数の小さい方を優先します。

コ

・「23. 在留資格」欄には、在留カードの「在留資

格」又は旅券（パスポート）上の上陸許可証印に

記載されたとおりの内容を記入してください。在

留資格が「特定技能」の場合は分野を、在留資格

が「特定活動」の場合は活動類型も併せて記入し

てください。 

（例）「特定技能」の場合：特定技能第１号（ビ

ルクリーニング）、「特定活動」の場合：特定活動

（EPA に基づく看護師又は介護福祉士（候補生）） 
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ハローワーク

※ マイナンバーを記載して提出してください。 

※ マイナンバーを記載して提出してください。 
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。

4
5

6

8

事業主の方の自筆による署名又は記名押印

してください。

被保険者に該当しなくなった日の前日を

記入してください。

様式第4号（第7条関係）（第1面）

5

ホケン　リョウコ

熊本市中央区大江6丁目1番53号

女

7 5

本人から転職希望の申し出があった

熊本市西区春日2-10-1

株式会社　労働局
代表取締役　労働大介

096-211-1703

5000-223344-5 4301-785623-1 4-200401

3-490801 43010

令和

5 0 5 0 6 3 0 4 0 0

21 3 54 6 87 9 10 2

02 1 1

1 5 1 0 3

資格喪失届

印 印

国籍・地域
（裏　面）

　昭和56年7月6日（トータルシステム実施）前に資格取得され、同日以降、転出届

や氏名変更届等の処理をしていない方の記入例はP54を参照してください。

熊本

19

・15欄は、在留カードの番号を記入して下さい。

（継続雇用制度あり）
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ください。
ハ

ローワーク

　また、電子申請の場合は、離職者の電子署名を付与するか離
職証明書の記載内容を確認したことを証明する書類（確認）を
添付して下さい。

　　　　　離職者本人の氏名を記入していただくようにしてく

ださい。

ア　「離職日の翌日」欄には、④欄の翌日を記入してください。

イ　左側の月日欄には、離職日の属する月から遡った各月における「離職日の翌

日」に応当する日を記入してください。もし、応答日がない場合は、その月の

末日を記入してください。

ウ　右側の月日欄には、離職日に応当する日を記入してください。もし応当する

日がない場合は、その月の末日又は末日の前日を記入してください。

エ　離職日以前2年間（高年齢被保険者の場合は１年間）について（24か月ま

で）記入しますが、完全月で⑨欄の日数が11日以上の欄が12か月以上（高年齢

被保険者の場合は６か月以上）あればそれ以前の期間は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月が

12か月以上（高年齢被保険者の場合は６か月以上）ない場合は、⑨欄の日数が

10日以下の期間について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を

⑬欄に記入してください。

　　また、疾病、傷病等で30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合

は、最大離職日以前4年の期間を記入できる場合があります。

　　なお、一葉に書ききれない場合は、「続紙」として別葉に記入してくださ

い。

・「基礎日数」とは、⑨欄の場合は⑧欄の、⑪欄

　の場合は⑩欄の期間において賃金支払の対象と

　なった日数のことです。

　日数の数え方は賃金形態によって異なります。

❶１日や１時間あたりの単価が決まっていて、就

　労した日数や時間に応じて賃金が支払われる、

　いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合、賃

　金額はⒷ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の出勤日数（有給休暇も含みます）を記

　載します

❷１か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額

　が行われない、いわゆる「完全月給制」の場合、

　賃金額はⒶ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の暦日数（30、31等）を記載します

❸１か月の賃金が決まっていて、欠勤すると欠勤

　数に応じて減額が行われる等、いわゆる「日給

　月給制」の場合、賃金額はⒶ欄に記入します。

　１日あたりの減額の額の算定の方法の例は以下

　のようになります。

　❸−１　欠勤１日について、

　「基本給」×
暦日数（30または31日）

を減額する場合

　　　　⇩
　　各期間の暦日数（30、31日等）−欠勤日数を記

　　載します。（⑨⑪欄）

　❸−２　欠勤１日について、

　「基本給」×
各月又は１か月あたりの所定労働日数

を減額する場合

　　　　⇩
　　各月又は１か月あたりの所定労働日数−欠勤日数

　　を記載します。（⑨⑪欄）

※上の例以外の賃金形態の場合は、ハローワークの

　窓口までおたずねください。

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

⑩「賃金支払対象期間」

・賃金締切日の翌日から賃金締切日まで記入してください。

・離職日以前２年間を記入します。ただし、完全月（例１月21日〜２月20日）で⑪欄の

基礎日数11日以上が、６か月以上記入があればそれ以前は省略できます。

　　離職日が令和２年８月１日以降であって、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か月

以上ない場合は、⑪欄の日数が10日以下の期間について、当該期間における賃金支払

の基礎となった時間数を⑬欄に記入してください。

　　なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められてい

る場合は、完全月で⑪欄の基礎日数11日以上が12段必要な場合があります。

５

80時間

⑬「備考」

・参考事項を記入してください。

　例えば、賃金未払、休業、賃金締切日変更等。

・離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月（例：

８月18日〜９月17日）が12か月以上（高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者

の場合は６か月以上）ない場合、または、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か

月ない場合は、⑨欄及び⑪欄の基礎日数が10日以下の期間について、当該期間に

おける賃金支払の基礎となった時間数を記入してください。

⑮「署名」

・離職者に⑦欄以外の記載内容を確認させたうえ氏名を記載させてください。

　なお、本人の署名がとれないときは、その理由を記載し事業主の氏名を記載して

ください。（電子申請の場合は、証明書を添付して下さい。）

⑭「賃金に関する特記事項」

・毎月決まって支払われる賃金以外の賃金のうち、３か月以内の期間ごとに支払わ

れるもの（以下「特別の賃金」という。）がある場合に、⑧欄に記載した期間内

に支払われた特別の賃金の支給日、名称および支給額を記入してください。

　なお、記入しない場合には斜線を引いてください。※賃金の解釈については、68

ページ参照
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以上ない場合は、⑪欄の日数が10日以下の期間について、当該期間における賃金支払

の基礎となった時間数を⑬欄に記入してください。

　　なお、労働者が船員の場合で、乗船・下船時等で大きく変動する賃金が定められてい

る場合は、完全月で⑪欄の基礎日数11日以上が12段必要な場合があります。

５

80時間

⑬「備考」

・参考事項を記入してください。

　例えば、賃金未払、休業、賃金締切日変更等。

・離職日が令和２年８月１日以降であって、⑨欄の日数が11日以上の完全月（例：

８月18日〜９月17日）が12か月以上（高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者

の場合は６か月以上）ない場合、または、⑪欄の日数が11日以上の完全月が６か

月ない場合は、⑨欄及び⑪欄の基礎日数が10日以下の期間について、当該期間に

おける賃金支払の基礎となった時間数を記入してください。

⑮「署名」

・離職者に⑦欄以外の記載内容を確認させたうえ氏名を記載させてください。

　なお、本人の署名がとれないときは、その理由を記載し事業主の氏名を記載して

ください。（電子申請の場合は、証明書を添付して下さい。）

⑭「賃金に関する特記事項」

・毎月決まって支払われる賃金以外の賃金のうち、３か月以内の期間ごとに支払わ

れるもの（以下「特別の賃金」という。）がある場合に、⑧欄に記載した期間内

に支払われた特別の賃金の支給日、名称および支給額を記入してください。

　なお、記入しない場合には斜線を引いてください。※賃金の解釈については、68

ページ参照
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△

90,000

90,000

90,000

99,000

94,500

99,000

△

　１枚の離職証明書で⑧⑨欄、基礎日数11日以上の月（令和２年８月１日以降の離職の場合、基礎日数10日以下で、賃金支払

いの基礎となった時間が80時間以上の月を含む。）が12か月とれれば１枚だけで足りますが、とれない場合は２枚の離職証明

書になります。

900円

令和

令和

72時間

64時間

△令和
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△

90,000

90,000

90,000

99,000

94,500

99,000

△

　１枚の離職証明書で⑧⑨欄、基礎日数11日以上の月（令和２年８月１日以降の離職の場合、基礎日数10日以下で、賃金支払

いの基礎となった時間が80時間以上の月を含む。）が12か月とれれば１枚だけで足りますが、とれない場合は２枚の離職証明

書になります。

900円

令和

令和

72時間

64時間

△令和
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△令和 △

28

27

令和
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△令和 △

28

27

令和
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△令和

（一定の日数を基本給の支払い対象とする月給制の場合） 

△令和

（勤務を要しない日は、基本給の支

６

給対象としない月給制の場合）

［例示説明］

土曜日、日曜日及び祝日の勤務を要しない日は、基本給の支給対象としない月給制。8月24日～8月26日の3日間欠勤したため、

賃金が事業所の就業規則等に基づき減額された場合、基礎日数も3 日減ぜられる。

［記入留意事項］

　⑨⑪欄には、土日祝日及び欠勤日を除いた日数（実際に勤務した日、有給休暇等賃金支払の基礎となった日）を記載し、⑫

欄には減額後の賃金額を記載してください。

［参考］

　日給月給者 月額150,000 円、皆勤手当10,000 円

熊本　太郎

熊本太郎

熊本市中央区水前寺１-２

8/26 欠勤

8/24,8/25 欠勤

31,250

160,000

143,750

137,500

160,000

160,000

160,000

０９６

21

19

18

22

22

18

21

22

20

20

19

18

５

19

19

20

20

23

17

３５５ ００００

862 0950　

クマモト　　タロウ
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△令和

（一定の日数を基本給の支払い対象とする月給制の場合） 

△令和

（勤務を要しない日は、基本給の支

６

給対象としない月給制の場合）

［例示説明］

土曜日、日曜日及び祝日の勤務を要しない日は、基本給の支給対象としない月給制。8月24日～8月26日の3日間欠勤したため、

賃金が事業所の就業規則等に基づき減額された場合、基礎日数も3 日減ぜられる。

［記入留意事項］

　⑨⑪欄には、土日祝日及び欠勤日を除いた日数（実際に勤務した日、有給休暇等賃金支払の基礎となった日）を記載し、⑫

欄には減額後の賃金額を記載してください。

［参考］

　日給月給者 月額150,000 円、皆勤手当10,000 円

熊本　太郎

熊本太郎

熊本市中央区水前寺１-２

8/26 欠勤

8/24,8/25 欠勤

31,250

160,000

143,750

137,500

160,000

160,000

160,000

０９６

21

19

18

22

22

18

21

22

20

20

19

18

５

19

19

20

20

23

17

３５５ ００００

862 0950　

クマモト　　タロウ
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△

３ ３４ ４

４

４

令和

R R R R

７

令和

休業期間中の
所定休日２日

△

８

21

20

19

20

22

18

21

20

19

20

22

19,305

11,739

18

200,000

200,000

166,673

200,000

184,466

200,000

21

23

18

18

23

19

［例示説明］

　事業主の都合により休業が実施され、労働基準法第２６条による休業手当が支払われた場合。

［記入留意事項］

　⑬欄に「休業」の表示、休業日数、休業手当を記入してください。休業手当を平均賃金の100％支給した場合も同様に記入して

ください。

　一日のうちの一部が休業した場合であって、休業した部分について休業手当が支給された場合は、休業手当を除いた賃金額が

平均賃金の60％以上の場合には休業日数については記載の必要はありません（賃金＋休業手当額がその日の賃金となります。）。

休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60％未満の場合には、休業日数は１日とし、その日に支払われた『賃金＋休業手当』の額

を⑬欄に記載してください。

　（例）５月に一部休業を行った場合（２〜４月の賃金から算出した平均賃金6,741円）

　　　賃金6,000円　休業手当2,400円の場合

　　　　　6,741×0.6＜6,000　⑬欄に休業日数について記入必要なし

　　　賃金3,000円　休業手当4,200円の場合

　　　　　6,741×O.6＞3,000　⑬欄に「休業１日　7,200円（休業手当＋賃金額）」記入

　月給者（39ページ「⑨、⑪、⑫欄の記載について」の❷❸に該当する方）で、休業手当が支払われた日とその直後の休業手当が

支払われた日との間に就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、その休日については休業期間中の所定休日として記

入してください。

　（例）６月10日（金）、６月13日（月）、６月15日（水）休業

　　　　10日と13日の間が土曜日・日曜日（就業規則で定められた休日）であるため、⑬欄に『休業期間中の所定休日２日』と記

　　　　入（⑬欄に記入できない場合は⑭欄に記入してください）

［参考］

　　月給者　月額200,000円

　　休業手当（労働基準法第２６条）

　使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以

上の手当を支払わなければならないこととなっています。
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△

３ ３４ ４

４

４

令和

R R R R

７

令和

休業期間中の
所定休日２日

△

８

21

20

19

20

22

18

21

20

19

20

22

19,305

11,739

18

200,000

200,000

166,673

200,000

184,466

200,000

21

23

18

18

23

19

［例示説明］

　事業主の都合により休業が実施され、労働基準法第２６条による休業手当が支払われた場合。

［記入留意事項］

　⑬欄に「休業」の表示、休業日数、休業手当を記入してください。休業手当を平均賃金の100％支給した場合も同様に記入して

ください。

　一日のうちの一部が休業した場合であって、休業した部分について休業手当が支給された場合は、休業手当を除いた賃金額が

平均賃金の60％以上の場合には休業日数については記載の必要はありません（賃金＋休業手当額がその日の賃金となります。）。

休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60％未満の場合には、休業日数は１日とし、その日に支払われた『賃金＋休業手当』の額

を⑬欄に記載してください。

　（例）５月に一部休業を行った場合（２〜４月の賃金から算出した平均賃金6,741円）

　　　賃金6,000円　休業手当2,400円の場合

　　　　　6,741×0.6＜6,000　⑬欄に休業日数について記入必要なし

　　　賃金3,000円　休業手当4,200円の場合

　　　　　6,741×O.6＞3,000　⑬欄に「休業１日　7,200円（休業手当＋賃金額）」記入

　月給者（39ページ「⑨、⑪、⑫欄の記載について」の❷❸に該当する方）で、休業手当が支払われた日とその直後の休業手当が

支払われた日との間に就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には、その休日については休業期間中の所定休日として記

入してください。

　（例）６月10日（金）、６月13日（月）、６月15日（水）休業

　　　　10日と13日の間が土曜日・日曜日（就業規則で定められた休日）であるため、⑬欄に『休業期間中の所定休日２日』と記

　　　　入（⑬欄に記入できない場合は⑭欄に記入してください）

［参考］

　　月給者　月額200,000円

　　休業手当（労働基準法第２６条）

　使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以

上の手当を支払わなければならないこととなっています。
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令和 △

９

R△

⑯離職者本人の判断

・離職者が離職する日までに、必ず事業主

の記入した離職理由を確認させ、離職者

本人に、事業主が○をつけた離職理由に

意義「有り・無し」のいずれかを○で囲

ませたうえ、本人の氏名を記載させてく

ださい。

　このとき、賃金計算等が未処理のため、

まだ離職証明書左側の各欄に記入されて

いない段階でもかまいません。

　なお、離職者が帰郷その他やむを得ない

理由により氏名の記入ができないときは、

⑯欄にその理由を記入し、事業主の氏名

を記載してください。
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令和 △

９

R△

⑯離職者本人の判断

・離職者が離職する日までに、必ず事業主

の記入した離職理由を確認させ、離職者

本人に、事業主が○をつけた離職理由に

意義「有り・無し」のいずれかを○で囲

ませたうえ、本人の氏名を記載させてく

ださい。

　このとき、賃金計算等が未処理のため、

まだ離職証明書左側の各欄に記入されて

いない段階でもかまいません。

　なお、離職者が帰郷その他やむを得ない

理由により氏名の記入ができないときは、

⑯欄にその理由を記入し、事業主の氏名

を記載してください。

− 51 −



ハローワーク
ハローワーク

［持参いただく資料］就業規則等

5 5 の「労働者の判断によるもの」の（1）の「職場における事情による退職」

労働者の方が職場（事業所）における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。

① 5(1)①「労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）が

あったと労働者が判断したため」

賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなどの賃金遅配、事業停止に伴い休

業手当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題（実際の労働条

件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む。）があったこと、又は事業所におい

て危険もしくは健康被害の発生するおそれのある法令違反等があり、行政機関の指摘にもかかわ

らず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日がわかる

預金通帳、タイムカード（写）等時間外労働がわかるものなど

② 5(1)②「事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動（故意の排斥、嫌

がらせ等）を受けたと労働者が判断したため」

上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメントや妊娠、

出産等に関するハラスメントを含む。）等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合

がこれに該当します。

【持参いただく資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせがあった場

合には、配置転換の辞令（写）、労働契約書など

③ 5(1)③の「妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題（休業等の申出拒否、妊娠、出産、

休業等を理由とする不利益取扱い）があったと労働者が判断したため」

育児休業、介護休業等の申出をしたが、正当な理由なく拒まれた場合、妊娠、出産、休業等

の申出又は取得したことを理由とする不利益取扱いを受けた場合、育児・介護休業法、労働基

準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の労働者保護法令

に違反し、又は措置されなかった場合に離職した場合がこれに該当します。

④ 5(1)④「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」

人員整理に伴い、当該事業所の労働者の 3 分の 1 を超える者が離職した場合、事業主が大量

離職届（１か月に 30人以上の離職を予定）をハローワークに提出しなければならないような事

業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であることといった職場の事情を考慮して

離職した場合がこれに該当します。

⑤ 5(1)⑤「職種転換等に適応することが困難であったため」

長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別の職種へ配

置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されている

のにもかかわらず、他の職種への職種転換や遠隔地への転勤を命じられた場合等職種転換等に

適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令（写）など

⑥ 5(1)⑥「事業所移転により通勤困難となった（なる）ため」

事業所移転により通勤困難となった（なる）ために離職した場合が該当します。

【持参いただく資料】事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に

かかる時刻表など

1〜6
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ハローワーク
ハローワーク

［持参いただく資料］就業規則等

5 5 の「労働者の判断によるもの」の（1）の「職場における事情による退職」

労働者の方が職場（事業所）における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。

① 5(1)①「労働条件に係る問題（賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等）が

あったと労働者が判断したため」

賃金の低下、賃金の一定割合が支払期日までに支払われないなどの賃金遅配、事業停止に伴い休

業手当が継続して支払われること、過度な時間外労働など労働条件に重大な問題（実際の労働条

件が採用時に示された条件と著しく相違している場合を含む。）があったこと、又は事業所におい

て危険もしくは健康被害の発生するおそれのある法令違反等があり、行政機関の指摘にもかかわ

らず改善措置を講じない等の理由により離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】労働契約書、給与明細書、賃金低下に関する通知書、口座振込日がわかる

預金通帳、タイムカード（写）等時間外労働がわかるものなど

② 5(1)②「事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動（故意の排斥、嫌

がらせ等）を受けたと労働者が判断したため」

上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ（セクシュアル・ハラスメントや妊娠、

出産等に関するハラスメントを含む。）等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合

がこれに該当します。

【持参いただく資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせがあった場

合には、配置転換の辞令（写）、労働契約書など

③ 5(1)③の「妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題（休業等の申出拒否、妊娠、出産、

休業等を理由とする不利益取扱い）があったと労働者が判断したため」

育児休業、介護休業等の申出をしたが、正当な理由なく拒まれた場合、妊娠、出産、休業等

の申出又は取得したことを理由とする不利益取扱いを受けた場合、育児・介護休業法、労働基

準法、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の労働者保護法令

に違反し、又は措置されなかった場合に離職した場合がこれに該当します。

④ 5(1)④「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」

人員整理に伴い、当該事業所の労働者の 3 分の 1 を超える者が離職した場合、事業主が大量

離職届（１か月に 30人以上の離職を予定）をハローワークに提出しなければならないような事

業所の縮小が行われた場合又は行われることが確実であることといった職場の事情を考慮して

離職した場合がこれに該当します。

⑤ 5(1)⑤「職種転換等に適応することが困難であったため」

長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別の職種へ配

置転換を行い新たな職種に適応できない場合や労働契約上、職種や勤務場所が特定されている

のにもかかわらず、他の職種への職種転換や遠隔地への転勤を命じられた場合等職種転換等に

適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令（写）など

⑥ 5(1)⑥「事業所移転により通勤困難となった（なる）ため」

事業所移転により通勤困難となった（なる）ために離職した場合が該当します。

【持参いただく資料】事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に

かかる時刻表など

1〜6
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31

カンサツ　クニオ

那覇市おもろまち1－3－25

株式会社　雇用保険　那覇支店

就業規則第25条による定年退職

東京都千代田区霞が関1－2－2

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用太郎

03－5253－1111

監察　邦夫 7 4

ハローワーク

ハローワーク

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 9 0 0 　 1 0 2 0 4 7 　 1 4 9 0 0 　 0 0 0 1 4 7 　 1

7 1 9 1

5

令和

5 0 5 20 3 3 13 4 6 0 4 0 1

1 14 0 0 0

5

ハローワーク

（令和２年１月１日前に交付されている場

合は、資格喪失届・氏名変更届）

5 4 0 7 0 10

9 9 0 0 2 3 4 5 6 01

4 9 4 7 2 3 4 5 6 71 4 9 0 0 0 0 1 1 1 00

3 9 0 2 1 9

ロウ ロ ウト ゛ ウ コ タ

5

労働　小太郎

株式会社　雇用保険　代表取締役　労働太郎

東京都千代田区霞が関1-2-2

03　-　5253　-　1111

※ 「個人番号登録・変更届」を併せて提出してください。 
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31

カンサツ　クニオ

那覇市おもろまち1－3－25

株式会社　雇用保険　那覇支店

就業規則第25条による定年退職

東京都千代田区霞が関1－2－2

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用太郎

03－5253－1111

監察　邦夫 7 4

ハローワーク

ハローワーク

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 9 0 0 　 1 0 2 0 4 7 　 1 4 9 0 0 　 0 0 0 1 4 7 　 1

7 1 9 1

5

令和

5 0 5 20 3 3 13 4 6 0 4 0 1

1 14 0 0 0

5

ハローワーク

（令和２年１月１日前に交付されている場

合は、資格喪失届・氏名変更届）

5 4 0 7 0 10

9 9 0 0 2 3 4 5 6 01

4 9 4 7 2 3 4 5 6 71 4 9 0 0 0 0 1 1 1 00

3 9 0 2 1 9

ロウ ロ ウト ゛ ウ コ タ

5

労働　小太郎

株式会社　雇用保険　代表取締役　労働太郎

東京都千代田区霞が関1-2-2

03　-　5253　-　1111

※ 「個人番号登録・変更届」を併せて提出してください。 
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　雇用保険被保険者氏名変更届は令和２年１月に廃止したため、被保険者の氏

名の変更があったときは、下記の申請時に併せて提出してください（氏名変更

記載欄はそれぞれの申請書にあります）。

　　　・雇用保険被保険者資格喪失届

　　　・雇用継続交流採用終了届

　　　・雇用保険被保険者転勤届

　　　・個人番号登録・変更届

　　　・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・高年齢再就職給付金の支給申請

　　　・育児休業給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・介護休業給付金の支給申請

５

ハローワーク

５０54 ６
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　雇用保険被保険者氏名変更届は令和２年１月に廃止したため、被保険者の氏

名の変更があったときは、下記の申請時に併せて提出してください（氏名変更

記載欄はそれぞれの申請書にあります）。

　　　・雇用保険被保険者資格喪失届

　　　・雇用継続交流採用終了届

　　　・雇用保険被保険者転勤届

　　　・個人番号登録・変更届

　　　・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・高年齢再就職給付金の支給申請

　　　・育児休業給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・介護休業給付金の支給申請

５

ハローワーク

５０54 ６
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ハローワーク

4 0 6 0 10

40

04060104

0 4 0 6 0 1

20 04

04

20 04

ハローワーク
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ハローワーク

4 0 6 0 10

40

04060104

0 4 0 6 0 1

20 04

04

20 04

ハローワーク
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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５　０５０７１５ ９ １０００

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×
５ ７ ２０

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　雇用保険　池袋支店

3-310415 13010

1000

１週間の所定労働時間が５時間未満となったため。

１０ ５

５　０５０７１５ ９ １６００

9999-999999-9 0000-000000-0 5-050110

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　マルチジョブ　代表取締役　マルチ　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　マルチジョブ　池袋支店

3-310415 13010

1000

別の事業所で１週間の所定労働時間が５時間未満となったため。

9999-999999-9 1111-111111-1 5-050110

６４ ５

６４ ５

４．マルチジョブ離職年月日

・５欄に記載した原因のあった年月日（５欄

に６または７を記載した場合はその前日）を

｢０｣も省略せず６桁で記載してください。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・必要に応じて申出人に確認の上、様式の裏

面「○事業主の記載事項２」を参考に該当す

る区分に従い、記載してください。

・「５欄で９を選択した場合の詳細」欄は、

９を選択していない場合は記載不要です。

４．マルチジョブ離職年月日

・離職した事業所の「４．マルチジョブ離職

年月日」を申出人に確認の上、記載してくだ

さい。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・雇用が継続しており、雇用契約に変更がな

い事業所の場合も、離職した事業所の喪失に

伴い、記載は必要となりますので、申出人に

確認の上、記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

 
 

イ 離職等した事業所の場合 

 

ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届の記載例 

１０

５

６

12

13

９ 10

７ ８

５．事業所番号

・「０」も省略せず、11枠すべて記載してく

ださい。

※雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、

別途手続が必要です。

13．契約期間の定め

・有期契約の場合は、その期間を記載してく

ださい。

７．賃金

・賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除い

た採用時に定められた賃金のうち、毎月決

まって支払われるべき賃金の月額（支払総

額）を千円単位（千円未満四捨五入）で記載

してください。

８．雇入年月日

・試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を

記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

６．マルチジョブの被保険者となったこ

との原因

・必要に応じて申出人に確認の上、該当する

区分に従い、記載してください。

・その他に該当する場合は、事業所名欄右の

備考欄に様式の裏面「○事業主の記載事項２

（３）イ〜ホ」のいずれかを記載してくださ

い。

12．１週間の所定労働時間

・記載年月日現在における１週間の所定労働

時間を記載してください。

９．雇用形態

・派遣労働者の場合（船員を除く）は「２」

・派遣労働者または船員以外は「３」

・船員の場合は「６」

を記載してください。

10．職種

・様式の裏面「○事業主の記載事項６」の区

分に従い、記載してください。

９９９９　９９９９９９　９

１ ３　３１０４０５ １１１１　１１１１１１　１

１

３

２

株式会社　雇用保険　池袋支店

東京都文京区○○×-×-×

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000

５　　　１　

０３ １０００

４　　　４４ ５　０５０１１０

労 働　太 郎 ﾛ ｳ ﾄ ﾞ ｳ  ﾀ ﾛ ｳ
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５　０５０７１５ ９ １０００

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×
５ ７ ２０

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　雇用保険　池袋支店

3-310415 13010

1000

１週間の所定労働時間が５時間未満となったため。

１０ ５

５　０５０７１５ ９ １６００

9999-999999-9 0000-000000-0 5-050110

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　マルチジョブ　代表取締役　マルチ　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　マルチジョブ　池袋支店

3-310415 13010

1000

別の事業所で１週間の所定労働時間が５時間未満となったため。

9999-999999-9 1111-111111-1 5-050110

６４ ５

６４ ５

４．マルチジョブ離職年月日

・５欄に記載した原因のあった年月日（５欄

に６または７を記載した場合はその前日）を

｢０｣も省略せず６桁で記載してください。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・必要に応じて申出人に確認の上、様式の裏

面「○事業主の記載事項２」を参考に該当す

る区分に従い、記載してください。

・「５欄で９を選択した場合の詳細」欄は、

９を選択していない場合は記載不要です。

４．マルチジョブ離職年月日

・離職した事業所の「４．マルチジョブ離職

年月日」を申出人に確認の上、記載してくだ

さい。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・雇用が継続しており、雇用契約に変更がな

い事業所の場合も、離職した事業所の喪失に

伴い、記載は必要となりますので、申出人に

確認の上、記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

 
 

イ 離職等した事業所の場合 

 

ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届の記載例 
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